
宝塚市告示第 ２２７ 号 

 計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定により、特定計量器の定期検査を

次のとおり実施するので、同法第２１条第２項の規定により告示する。 

 

  令和６年（2024 年）１１月２９日 

                         宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

１ 対象となる特定計量器 

  計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第１０条第１項第１号及び第２号に規定す 

る特定計量器（特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第７０号）第３９条第 

１項第１号から第４号までに該当するものを除く。） 

 

２ 定期検査を行わせる指定定期検査機関の名称 

  一般社団法人 兵庫県計量協会 

（神戸市中央区下手通６丁目３番２８号 兵庫中央労働センター内） 

 

３ 定期検査を行う区域 

 武庫川左岸地域 

※切畑字長尾山１番地～８番地、１０番地～１３番地、１７番地を含む。 

 

４ 定期検査の実施の期日 

  令和７年（2025 年）１月９日から令和７年（2025 年）２月１８日まで（土曜日、日 

曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する祝日及び 

休日を除く。）の期間 

 

５ 定期検査の場所 

  当該特定計量器の所在の場所 

 

６ 検査手数料 

   検査に伴う検査手数料は、宝塚市計量事務手数料条例（平成２２年３月３１日条例第 

１０号）に定められた検査手数料を指定定期検査機関に直接納付すること。 


